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J-69 子宮体癌に対する腟洗浄(熱性洗浄を含む。)の算定について 

 

《令和 7 年 12 月 4 日新規》 

 

○ 取扱い 

 「子宮体癌」の傷病名のみに対する J072 腟洗浄（熱性洗浄を含む。）

の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 子宮体癌には、出血等をきたしている症例も多く、J072 腟洗浄（熱性

洗浄を含む。）は、医学的に必要であると考えるが、その場合には、「子宮

出血」等の傷病名が必要である。 

 以上のことから、「子宮体癌」の傷病名のみに対する J072 腟洗浄(熱性

洗浄を含む。)の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


